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平成 29 年３月定例教育委員会 会議録（要旨） 

 

１ 日 時 

平成29年３月23日（木） 

開会 午前９時30分から    閉会 午前10時46分 

 

２ 場 所 

小城市役所 西館 ２－６会議室 

 

３ 出席及び欠席委員 

  出席委員  上野委員長 久本委員 大庭委員 荒牧委員 飯盛委員 今村教育長  

  欠席委員  なし 

   

４ 会議出席職員 

  南里教育部長 山口教育総務課長 松尾保育幼稚園課長 本村学校教育課長 坂田生涯学習課

長 古庄文化課長 橋間教育総務課副課長 田中教育総務課副課長 西村生涯学習課副課長 

中尾教育総務課庶務係長 永田文化課文化財保護係長  

 

５ 平成29年２月定例教育委員会の会議録承認について               〔承認〕 

 

６ 教育長の報告事項 

 

 ・小城市を振り返って、合併 12 年目にして「城創伝心」の趣旨の浸透を感じる。平成 29 年度は

更に磨きをかけていきたい。 

 ・市教委、学校、家庭および地域社会は、それぞれの課題を探っていく必要がある。教師の意識

としても点数や不登校の問題もあるが、厳しい対応やＩＣＴの活用など力量を高めていかなけ

ればならない。 

 ・砥川小学校が石工の里の活動でフィランソロピスト賞を受賞。 

 ・新学習指導要領が社会に開かれた教育課程を展開しようとしている。小城市はそのすばらしい

土台を持っている。 

 ・芦刈保育園は３月 25 日の閉園式に向けて準備をしている。 

 

７ 議 事【公開】 

【公開】 

第１ 議決事項 

【議案第 33 号】 

小城市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

〔報告説明〕 

◇教育総務課長が提案理由説明 

学校教育業務の事務量の増大等により非常に多忙化しており、多岐にわたるその

職責から現在の学校教育課長を部長級として取り扱うため、小城市教育委員会事務

局組織の一部を改正する。 

〔意見・質問〕 

○Ａ委員 
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学校教育課長については別に設置するか。 

○教育総務課長 

学校教育課事務取扱という事で、学校教育担当部長が課長も兼任する。 

〔結果〕 

  承 認 

 

【議案第 34 号】 

小城市放課後児童健全育成事業実施規則の一部を改正する規則について 

〔報告説明〕 

◇教育総務課長が提案理由説明 

小城市放課後児童健全育成事業について新年度予算の市議会承認を得たため規則

の一部改正を提案する。主な内容は開設時間の変更や６年生まで対象拡大等。 

 

〔意見・質問〕 

なし 

〔結果〕 

     承 認 

 

【議案第 35 号】 

小城市スポーツ推進委員の委嘱について  

〔報告説明〕 

◇生涯学習課長が提案理由説明 

小城市スポーツ推進委員の委嘱について提案をするもの。任期は平成 29 年４月

１日から１年間。定員は 50 名で、現在 46 名承諾を得ている事を説明。 

〔意見・質問〕 

なし 

〔結果〕 

     承 認 

 

【議案第 39 号】 

小城市全国競技大会等出場激励費交付要綱の一部改正について  

〔報告説明〕 

◇生涯学習課長が提案理由説明 

支給対象区分の明確化をするもの。幼児の扱いについて小学生以下として支給で

きるようにしている旨説明。 

〔意見・質問〕 

なし 

〔結果〕 

     承 認 

 

【議案第 36 号】 

小城市文化財保護審議会委員の任命について  

〔報告説明〕 

◇文化課長が提案理由説明 

小城市文化財保護審議会委員の任期満了に伴う任命を行うもの。 
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〔意見・質問〕 

なし 

〔結果〕 

     承 認 

 

【議案第 37 号】 

小城市重要文化財の指定について  

〔報告説明〕 

◇文化課長が提案理由説明 

文化財保護審議会より答申を受け、小城市重要文化財の指定を行うもの。文化財

の名称は社遺跡出土いろは歌墨書土器１点。文化財の種別は重要文化財。平安時代

後期、12 世紀中ごろのもの。文化財保護審議会からは社遺跡の性格と、そのいろは

歌から文字の普及がよくわかる貴重な資料であり、重要文化財に指定してふさわし

いものと答申を受けている。 

〔意見・質問〕 

なし 

〔結果〕 

  承 認 

           

第２ 報告事項                      

【報告第 42 号】 

小城市学校災害補償規則について 

〔報告説明〕 

◇教育総務課長が提案理由説明 

全国市長会学校災害賠償保障保険に加入するにあたり、小城市学校災害補償規則

を制定する必要があったことにより制定した事を報告。 

現行で町村会に加入をしていたが、市長部局との協議の結果、市長会に移行する

こととなったことに伴う制定。 

〔意見・質問〕 

なし 

〔結果〕 

  了 承 

                     

【報告第 46 号】 

小城市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則について 

〔報告説明〕 

◇保育幼稚園課長が提案理由説明 

ひとり親世帯及び多子世帯の特定教育・保育施設等利用者負担軽減を行うため規

則の一部を改正したもの。第 2 子以降の負担の特例で、年収約 360 万円未満世帯に

ついて、従来あった年齢制限を撤廃し負担軽減の拡充を行う旨説明。 

  

〔意見・質問〕 

○Ａ委員 

認定こども園は 2 号・3 号等複数記載があるが。 

○保育幼稚園課長 
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認定こども園は幼稚園の部分で 1 号認定として自園受付を行っている。ただし、

保育認定については市の確認が必要である。 

○Ａ委員 

こども園では、１号認定と２、３号認定の方がいると考えてよいか。 

○保育幼稚園課長 

よい。 

    ○教育長 

      財源は、自治体持ち出し分もあるか。 

    ○保育幼稚園課長 

      ある。 

    ○Ａ委員 

      国費 26 億円に対して公費と表示があるがこれは何か。 

    ○保育幼稚園課長 

      市・県の費用。 

  〔結果〕 

  了 承 

                   

【報告第 43 号】 

小城市文化振興補助金交付要綱（別表）の変更について 

〔報告説明〕 

◇文化課長が提案理由説明 

文化執行補助金交付要綱の変更を行うもの。牛尾鉦浮立保存会を別表に追加した

い。平成 29 年度に 45,000 円補助を予定している。 

〔意見・質問〕 

○教育長 

委員会として振興したいとは思うが、現実的に少子・高齢化の中、団体の継承は 

     どうなっているか。 

○文化課 

活動が低迷しており、現在補助申請をしていない団体もある。 

伝統芸能については低迷傾向にあるが、地域のつながりを確認する場として活動

を継続してもらいたいと考えており、助言等させていただいている。 

    ○委員長 

      定額とはどういう意味か。 

    ○文化課長 

      活動に応じて予算で決まった額。 

〔結果〕 

  了 承 

 

８ その他 

 （1）教育委員会の共催及び名義後援事業について 

〔報告説明〕 

①第 57 回九州地区手をつなぐ育成会佐賀県大会／一般財団法人佐賀県手をつな

ぐ育成会 

②平成 29 年度九州中学校体育大会（柔道競技）／佐賀県中学校体育連盟 

③Ｖｉｖｉｍｏｓ＆小城太鼓小天狗ｊｏｉｎｔコンサート／特定非営利活動法人
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ライフステージ 

〔意見・質問〕 

なし 

〔結果〕 

  了 承 

 

 （2）条例による開館日の社会教育施設の休館報告 

〔報告説明〕 

◇生涯学習課長が提案理由説明 

生涯学習センターの電気設備工事に伴い３月 20 日を休館日とした旨報告。 

〔意見・質問〕 

なし 

〔結果〕 

  了 承 

              

 

９ 次回定例教育委員会開催日程及び場所 

  【日 時】 ４月 27 日（木） 午前９時 30 分～ 

  【場 所】 小城市役所 西館２階 ２－６会議室 

 

10 議 事【非公開】  

第１ 議決事項 

【議案第 38 号】 

教育委員会事務局職員の人事異動について               〔承認〕 

 

第２ 報告事項   

【報告第 44 号】 

教育委員会事務局職員の復職について                 〔了承〕 

【報告第 45 号】 

就学援助の認定について                       〔了承〕 


